
2平成26年(2014年)�月11日
江東区ホームページ http://www.city.koto.lg.jp

http://www.city.koto.lg.jp/m(携帯)

こうとう区報では、本文の文字に見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

698万円

※所得限度額以上の場合は支給月
額は児童1人5,000円となります。

児童手当所得限度額表

660万円

622万円

4人

本人限度額

5人

1人

2人

0人

3人

扶養親族等の数

812万円

774万円

736万円

436万4千円

※所得限度額以上の場合は受給資
格が消滅となります。

児童育成手当所得限度額表

398万4千円

360万4千円

4人

本人限度額

5人

1人

2人

0人

3人

扶養親族等の数

550万4千円

512万4千円

474万4千円

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

世
帯
に
︑
保
険
料
の
年
額
を
お
知
ら

せ
す
る
納
入
通
知
書
な
ど
を
�
月
16

日
︵
月
︶
に
世
帯
主
あ
て
に
発
送
し

ま
す
︒

な
お
︑
保
険
料
決
定
前
に
国
保
の

資
格
が
な
く
な
っ
た
方
で
も
︑
�
月

日
～
�
月

日
ま
で
国
保
に
加
入

30

31

し
て
い
た
場
合
は
︑
当
該
月
分
の
保

険
料
を
通
知
し
ま
す
︒
保
険
料
の
算

定
方
法
や
納
入
通
知
書
の
見
方
な
ど
︑

詳
細
は
同
封
の
﹁
国
保
だ
よ
り
︵
�

月
︶
﹂
を
ご
覧
く
だ
さ
い
︒

保
険
料
の
納
付
方
法
と
送
付
書
類

﹇
普
通
徴
収
︵
納
付
書
・
口
座
振
替
に

よ
る
納
付
の
方
︶﹈

年
間
保
険
料
を
�
月
か
ら
翌
年
�

月
ま
で
の
年

回
で
納
付
し
て
い
た

10

だ
き
ま
す
︵
�
・
�
月
分
に
あ
た
る

保
険
料
は
�
月
以
降
の
保
険
料
の
中

に
均
等
に
割
り
振
ら
れ
ま
す
︶
︒

納
付
書
に
よ
る
納
付
の
方
は
︑
�

月
か
ら
来
年
�
月
ま
で
の
各
納
期
分

の
納
付
書
を

枚
同
封
し
て
い
ま
す
︒

10

納
付
期
限
は
毎
月
末
日
で
す
︒
末

日
が
金
融
機
関
等
の
休
業
日
に
あ
た

る
場
合
は
︑
翌
営
業
日
と
な
り
ま
す
︒

納
付
期
限
ま
で
に
保
険
料
を
納
め
て

く
だ
さ
い
︒

口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
は
︑
納

入
通
知
書
の
み
を
お
送
り
し
ま
す
︒

ま
た
︑
口
座
か
ら
の
引
き
落
し
日
は
︑

上
記
納
期
限
と
同
様
に
な
り
ま
す
︒

﹇
特
別
徴
収
︵
年
金
か
ら
の
お
支
払

い
の
方
︶﹈

口
座
振
替
を
希
望
し
な
い

歳
以

65

上

歳
以
下
の
方
で
構
成
さ
れ
る
世

74
帯
の
保
険
料
は
︑
�
月
か
ら
翌
年
�

月
ま
で
の
年
金
支
給
月
︵
偶
数
月
︶

に
︑
世
帯
主
が
受
給
す
る
年
金
か
ら

�
か
月
分
の
保
険
料
が
差
し
引
か
れ

ま
す
︒
差
し
引
か
れ
る
額
は
︑
納
入

通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
︒

所
得
が
確
認
で
き
な
い
方
の
保

険
料
は
均
等
割
額
の
み
で
通
知

平
成

年
�
月
�
日
以
降
に
転
入

26

し
た
方
や
税
の
申
告
が
遅
れ
た
方
は
︑

均
等
割
額
の
み
で
計
算
し
た
保
険
料

で
通
知
し
ま
す
︒
﹁
賦
課
の
も
と
と

な
る
所
得
金
額
﹂
が
確
認
で
き
た
時

点
で
︑
正
し
い
保
険
料
に
変
更
し
た

通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
︒

▢問
医
療
保
険
課
収
納
管
理
係

☎
(
�
�
�
�
)

�
�
�

﹇
保
険
料
納
付
に
関
す
る
問
合
先
﹈医

療
保
険
課
保
険
料
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻
(
�
�
�
�
)

�
�
�

自
立
が
困
難
な
ひ
と
り
親
家
庭
の

父
母
の
支
援
と
し
て
︑
就
労
支
援
に

関
す
る
給
付
金
支
給
を
は
じ
め
さ
ま

ざ
ま
な
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
︒

給
付
金
の
支
給

経
済
的
自
立
を
目
指
し
修
業
す
る

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
母
を
支
援
す
る

た
め
︑
﹁
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付

金
﹂
と
﹁
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付

金
﹂
の
�
種
類
の
給
付
金
事
業
を
行

っ
て
い
ま
す
︒
給
付
金
を
受
け
る
た

め
に
は
︑
福
祉
事
務
所
に
事
前
に
相

談
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
︒

▢人

歳
未
満
の
お
子
さ
ん
を
扶
養

20

す
る
父
親
︑
母
親
で
児
童
扶
養
手
当

受
給
者
お
よ
び
同
様
の
所
得
水
準
の

方○
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

安
定
し
た
生
活
を
営
む
た
め
に
︑

就
職
に
有
利
で
収
入
増
に
役
立
つ
資

格
取
得
を
目
指
す
ひ
と
り
親
家
庭
の

父
親
︑
母
親
に
対
し
︑
養
成
機
関
で

の
修
業
期
間
中
の
生
活
費
の
負
担
を

軽
減
す
る
目
的
で
給
付
金
を
支
給
し

ま
す
※
父
親
は
︑
平
成

年
度
以
降

25

の
入
学
生
の
み
が
対
象

▢人
看
護
師
︑
介
護
福
祉
士
︑
保
育

士
︑
理
学
療
法
士
︑
理
・
美
容
師
等

の
資
格
取
得
の
た
め
︑
�
年
以
上
養

成
機
関
で
修
業
し
︑
資
格
取
得
が
見

込
ま
れ
る
方

﹇
支
給
対
象
期
間
﹈申
請
の
あ
っ
た
月

か
ら
修
業
期
間
の
全
期
間
の
う
ち
最

大
�
年
間
を
上
限

﹇
支
給
額
﹈住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

は
月
額
�
�
�
︑
�
�
�
円
︑
そ
れ

以
外
の
方
は
月
額
�
�
︑
�
�
�
円

﹇
修
了
一
時
金
﹈高
等
職
業
訓
練
促
進

給
付
金
の
一
時
金
と
し
て
︑
住
民
税

非
課
税
世
帯
の
方
は
�
�
︑
�
�
�

円
︑
そ
れ
以
外
の
方
は
�
�
︑
�
�

�
円
を
支
給
︵
養
成
訓
練
の
修
了
日

か
ら

日
以
内
に
要
申
請
︶

30

○
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

就
労
に
役
立
て
る
た
め
に
必
要
な

教
育
訓
練
講
座
を
受
講
し
た
場
合
︑

負
担
し
た
受
講
料
の
一
部
を
助
成
し

ま
す
︒

﹇
給
付
金
﹈支
払
っ
た
費
用
の

％
に

20

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当
を
受

給
し
て
い
る
方
に
︑
�
月

日
に
現

30

況
届
を
お
送
り
し
ま
し
た
︒
�
月
以

降
も
引
き
続
き
手
当
を
受
給
す
る
た

め
に
は
︑
現
況
届
の
提
出
が
必
要
と

な
り
ま
す
︒
送
付
さ
れ
た
現
況
届
に

必
要
事
項
を
記
入
し
︑
期
限
ま
で
に

ご
提
出
く
だ
さ
い
︒

審
査
の
結
果
︑
引
き
続
き
受
給
資

格
が
継
続
と
な
る
方
に
は

月
以
降

10

に
支
払
通
知
書
を
︑
受
給
資
格
が
消

滅
す
る
方
に
は

月
以
降
に
受
給
資

格
消
滅
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
︒

﹇
提
出
期
限
﹈
�
月

日
︵
月
︶
必
着

30

﹇
提
出
書
類
﹈児
童
手
当
・
特
例
給
付

現
況
届
︑
児
童
育
成
手
当
現
況
届

︵
記
入
漏
れ
・
必
要
書
類
の
添
付
漏

れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
︶

﹇
提
出
方
法
﹈現
況
届
に
必
要
事
項
を

記
入
し
︑
〒

︱

区
役
所
子
育
て

135

8383

支
援
課
給
付
係
へ
郵
送
ま
た
は
窓
口

で

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

相
当
す
る
額
︵
上
限

万
円
︶
※
�
︑

10

�
�
�
円
以
下
は
対
象
外

﹇
対
象
と
な
る
講
座
・
資
格
﹈雇
用
保

険
制
度
の
教
育
訓
練
給
付
指
定
教
育

訓
練
講
座
等
︒
具
体
的
な
講
座
・
資

格
に
つ
い
て
は
︑
教
育
訓
練
給
付
制

度
検
索
シ
ス
テ
ム
︵

▢
h
ttp
:/
/

HP

w
w
w
.k
y
u
fu
.ja
v
a
d
a
.o
r.jp
/

k
e
n
sa
k
u
/
T
_
M
_
k
e
n
sa
k
u
︶
を
ご

覧
く
だ
さ
い
︒

ひ
と
り
親
家
庭
の
お
母
さ
ん
に

生
活
全
般
の
相
談
・
支
援

母
子
自
立
支
援
員
が
︑
ひ
と
り
親

家
庭
の
母
親
が
抱
え
る
︑
経
済
的
な

悩
み
︑
こ
ど
も
の
就
学
問
題
な
ど
︑

生
活
の
相
談
に
応
じ
支
援
し
ま
す
︒

そ
の
他
︑

歳
未
満
の
こ
ど
も
の
養

18

育
が
十
分
に
行
え
な
い
母
子
世
帯
を

対
象
に
自
立
支
援
を
行
う
母
子
生
活

支
援
施
設
へ
の
入
所
相
談
︵
要
審

査
︶
や
︑
Ｄ
Ｖ
︵
配
偶
者
暴
力
︶
か

ら
の
避
難
等
︑
緊
急
に
保
護
を
必
要

と
す
る
母
子
ま
た
は
女
性
が
利
用
す

る
緊
急
一
時
保
護
施
設
の
入
所
相
談

も
行
っ
て
い
ま
す
︒
一
人
で
悩
ま
ず

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
︒

母
子
福
祉
資
金
の
貸
付

母
子
家
庭
の
母
親
等
を
対
象
に
︑

経
済
的
に
自
立
し
て
安
定
し
た
生
活

を
送
る
た
め
に
必
要
と
す
る
資
金
を

お
貸
し
し
ま
す
︵
要
審
査
︶
︒

﹇
資
金
の
種
類
﹈修
学
資
金
︑
転
宅
資

金
︑
生
活
資
金
な
ど

種
類
の
資
金

12

が
あ
り
︑
貸
付
限
度
額
・
据
置
期
間

・
償
還
期
限
が
資
金
に
よ
り
異
な
り

ま
す
︒
詳
細
は
母
子
自
立
支
援
員
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▢人
母
子
家
庭
の
母
親
等
で
︑

歳
20

未
満
の
お
子
さ
ん
を
扶
養
し
て
い
る

方▢問
﹇
深
川
地
区
お
よ
び
東
砂
�

～

�
丁
目
︑
南
砂
︑
新
砂
の
窓
口
﹈保
護

第
一
課
母
子
自
立
支
援
員

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

﹇
亀
戸
︑
大
島
︑
北
砂
︑
東
砂
�
～
�

丁
目
︑
夢
の
島
︑
新
木
場
︑
若
洲
の

窓
口
﹈保
護
第
二
課
母
子
自
立
支
援

員

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

昨
年
�
年
間
の
都
内
に
お
け
る

振
り
込
め
詐
欺
︵
特
殊
詐
欺
︶
被

害
件
数
は
�
︑
�
�
�
件
︑
被
害

額
は

億
�
︑
�
�
�
万
円
と
過

87

去
最
悪
に
な
り
ま
し
た
︒

区
内
で
も

件
︑
約
�
億
�
︑

77

�
�
�
万
円
も
の
被
害
が
発
生
し

て
い
ま
す
︒

次
の
手
口
に
要
注
意

○
携
帯
電
話
の
番
号
が
変
わ
っ
た

と
の
電
話
の
後
に
︑
﹁
電
車
の
中

で
か
ば
ん
を
な
く
し
た
﹂
﹁
女
性

と
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
﹂
﹁
友
人

の
連
帯
保
証
人
に
な
っ
た
﹂
﹁
会

社
の
お
金
を
使
い
込
ん
だ
﹂
な
ど

の
理
由
で
お
金
を
要
求
さ
れ
た

○
急
い
で
お
金
を
準
備
す
る
よ
う

に
頼
ま
れ
た

○
銀
行
で
振
り
込
み
ま
た
は
解
約

の
理
由
を
聞
か
れ
た
ら
﹁
家
の
リ

フ
ォ
ー
ム
代
﹂
﹁
親
戚
へ
の
借
金

返
済
﹂
﹁
葬
儀
代
﹂
な
ど
と
答
え

る
よ
う
に
言
わ
れ
た

○
知
ら
な
い
業
者
か
ら
未
公
開
株

や
社
債
な
ど
の
投
資
に
関
す
る
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
が
郵
送
で
届
い
た
り
︑

勧
誘
す
る
電
話
が
あ
っ
た
り
し
た

こ
れ
ら
に
�
つ
で
も
当
て
は
ま

っ
た
ら
︑
い
っ
た
ん
電
話
を
切
り
︑

相
手
の
言
っ
た
電
話
番
号
に
は
電

話
せ
ず
︑
迷
わ
ず
︑
最
寄
り
の
警

察
署
も
し
く
は
区
役
所
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
︒

▢問
深
川
警
察
署

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

城
東
警
察
署

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

東
京
湾
岸
警
察
署

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

区
役
所
危
機
管
理
課
防
犯
担

当
☎
︵
�
�
�
�
︶
�
�
�
�


